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「大学改革を誰が担うべきか
－高等教育・研究大国イギリスの経験と示唆－」
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本リポートは、
ＪＲＩレビュー収録論文

「大学の機能強化に向けてのガバナンス改革の課題
－イギリスの高等教育改革の経験とわが国への示唆－」

として、近日中に弊社ホームページにアップする予定です。

また、関連論文として、
ＪＲＩレビュー（Ｎｏ．６１、２０１８年１１月２６日発行）収録論文

「高等教育政策運営と費用負担の在り方
豪のＨＥＣＳ－ＨＥＬＰの運営とわが国で求められる改革の方向性」

も合わせてご覧いただければ幸いです。

お問い合わせ先 ： 調査部 上席主任研究員 河村 小百合
ＴＥＬ ： ０３－６８３３－１５７７ Ｅ－ＭＡＩＬ ： ｋａｗａｍｕｒａ．ｓａｙｕｒｉ＠ｊｒｉ．ｃｏ．ｊｐ

本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり、何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。本資料は、作成日時点で弊社が一般に信頼出来
ると思われる資料に基づいて作成されたものですが、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。また、情報の内容は、経済情勢等の変化により変更され
ることがありますので、ご了承ください。
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問題意識

• 経済のグローバル化やデジタル化が急速に進展するなか、わが国では、経済界を
中心に、大学改革を求める声が拡大

• これまで曲がりなりにも取り組んできたはずの大学改革が、効果を上げるに至らな
いのはなぜか

• わが国の大学運営や規律付けの枠組みの何が問題なのか

• 世界でも屈指の高等教育・研究大国の一つである英国は、これまでいかにして大
学改革を進めてきたのか
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１．イギリスの大学教育・研究の立ち位置と
これまでの改革の流れ
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• 英国には現在、１６３の大学が存在するが、１私立大学（バッキンガム大学）を除き全
て国立大学

• ２５歳以下の若者の高等教育機関への進学率（２０１６年）をみると、英国は女性６３％、
男性４９％と、日本（女性７６％、男性６９％）よりやや低い。

（１）イギリスの大学の概要と教育・研究の国際的な立ち位置

（図表１）主要国の25歳以下の若者の性別による高等教育進学率
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（図表２）世界の大学ランキング上位２０位以内の大学の顔ぶれ
（Ｔｉｍｅｓ Ｈｉｇｈｅｒ ＥｄｕｃａｔｉｏｎのＴｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒａｎｋｉｎｇｓ ２０１９による）

• イギリスの大学の教育・研究は世界でも指折りの水準を誇る
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（図表３）世界の大学ランキング上位に占める国別の大学数
（Ｔｉｍｅｓ Ｈｉｇｈｅｒ ＥｄｕｃａｔｉｏｎのＴｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒａｎｋｉｎｇｓ ２０１９による）

• アメリカに次ぐ高等教育・研究大国の位置にあることは明らか
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• もっともイギリスは、こうした高等教育・研究の高い水準を、単なる伝統任せ、当事者で
ある大学任せで勝ち得てきたわけでは決してない

• １９９０年代初めには、大学の評価は大学関係者相互、いわば“身内”による
「ピア・レビュー」（ｐｅｅｒ ｒｅｖｉｅｗ、同胞の評価）方式で実施
－わが国は約３０年後の現在もなお、その状態（詳細後述）

• ９２年には継続教育・高等教育法が施行
－「高等教育財政カウンシル」を設立
＝大学に対する、学外の眼を含めた客観的な評価の体制を確立

（２）単なる伝統任せではない、絶え間ない改革努力の継続

（図表４）英の高等教育改革の流れ
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• 「高等教育財政カウンシル」は、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルラン
ドという４つの行政区域ごとに設立
－政府（教育省）の方針のもとで業務運営を行う、政府からは独立した公的機関
－国費の配分機能も担う
－客観的な評価結果に応じ、教育向け、研究向けに区分して各大学に配分

• その後も９２年法で確立された枠組みに甘んじることなく、高等教育政策運営の在り方
は、政治的にも重要な課題としての扱いで一貫
－２０１０年代にかけて、独立委員会や政府自身（教育省等）による改革の検討を継続
－都度、報告書が公表され、提言に沿った改革を実行。不断の改革努力を積み重ね

• 改革の過程で掲げられた政策目標や方針の例

「情報の面でともすれば不利な立場となりかねない学生（大学志願者）を保護する」

「高等教育や研究を担う大学の教育プログラムの設定等も含めた在り方を、大学自身
のみならず学生やその家族、卒業生を雇用する企業等も幅広く関与する形で決定し
ていく」
＝わが国ではこれまでおよそみられない発想に基づくもの
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（図表５）Ｕｎｉｓｔａｔｓの「主要情報一覧」（Ｋｅｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅｔ）で公表される各大学の情報

• こうした方針を受けて、各大学の学部、学科ごとの詳細な情報開示が、異なる大学間で
の相対比較が容易に可能な形で広く行われるように

• 高等教育財政カウンシルが運営するインターネット上のＵｎｉｓｔａｔｓ等がその機能を担う
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• イギリスではかつて、高等教育のコストは全額国が負担
• １９９０年代末からは学生の授業料負担が開始（奨学金の形で卒業後に本人が返済）され、
その割合は上昇
－高等教育の成果に関する情報開示を求める声が高まることに

（３）９２年法のもとでの高等教育財政カウンシルによるガバナンスの枠組み

（図表６）イギリスの大学の財政状況（全１６３大学）
（２０１５年度時点の全大学の財源別構成）
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• １９９７年には高等教育質保証機構（ＱＡＡ ： Ｔｈｅ Ｑｕａｌｉｔｙ Ａｓｓｕｒａｎｃｅ Ａｇｅｎｃｙ
ｆｏｒ Ｈｉｇｈｅｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）を設立
－政府から独立した機関
－各高等教育財政カウンシルとの契約に基づき、各高等教育機関の質を保証するための
事業（評価事業）をイギリス全体として総合的に実施

• 各高等教育財政カウンシルは、この質保証結果に基づき、国からの運営交付金を、教育
向けと研究向けと分けて各大学に配分（図表７）
－わが国の運営費交付金（国立大学向け）や私学助成に相当する
「資本配分」と
わが国の様々な名目での補助金（国公私立共通のものもあり）に相当する
「国家ファシリティとイニシアティブ向けの資金配分」があり

• ＱＡＡはその後の２０１７年法による改革後も存続し、改革後の高等教育機関の規制当局と
なった学生局（ＯｆＳ）に対して、各高等教育機関の質保証の評価結果を提供する役割を
引き続き担う

• その後、質保証の評価プロセスは、受審側の負担も軽減し、３段階の枠組みに簡素化（図
表８）。２０１７年法による改革後もこうした考え方を踏襲
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（図表７）ＨＥＦＣＥが配分していた高等教育機関向け補助金の内訳（未監査ベース）
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（図表８）イングランドで２０１６～１７年に実施されていた質保証制度の枠組み
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２． ２０１７年高等教育・研究法のもとでの
評価・ガバナンスと情報開示の枠組み
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（１）改革の概要
（２０１６年５月、ビジネス・イノベーション・技能省(*)による“Ｗｈｉｔｅ Ｐａｐｅｒ”）
『知識経済としての成功： 教育の卓越性、社会的流動性

および学生の選択』 (*)高等教育の当時の所管省

• ９２年法による高等教育政策運営の枠組みはもはや時代の変化にそぐわず
• 改革の青写真の骨子は以下の４点

→すべて２０１７年高等教育・研究法により実現。２０１８年より移行期間をはさみ実施

①高等教育セクター全体の質と多様性を改善のため、新規参入による競争を促進
②低所得層からの高等教育進学率を向上させ、社会的な流動性を高める
③高等教育機関の規制主体（従前：高等教育財政カウンシル）を再編
－教育面の規制当局…学生局（ＯｆＳ: Ｏｆｆｉｃｅ ｆｏｒ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ）
研究面の統括・補助金配分機関…英国リサーチイノベーション機構

（ＵＫＲＩ： ＵＫ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）を新設
④教育の質向上のため、企業関係者や学生といった学外の眼による
「教育卓越性フレームワーク」
（ＴＥＦ： Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）
という新たな評価の枠組みを導入
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（２０１７年法のもとでの改革理念）
• 高等教育機関の徹底した情報開示によって“学生の志願”による選別を図る
• 競争を一段と促進し、質の低い大学等の淘汰もいとわず
• 特定の大学における課程の閉鎖や場合によっては大学自体の閉鎖もあり得るとの
前提のもと、その撤退の仕組みも整えておく、という厳しいもの

（ＯｆＳの位置付け）
• 政府からは独立した公的機関。教育省を通じて議会に説明責任を負う

• ＯｆＳの議長や理事長以下の理事会メンバーは、教育担当大臣が任命（図表９）
－各界出身の主に民間人から構成され、多様性に富む

－大学関係者も一部含まれているが、大学の教員ないしは研究者として長い
キャリアを有する者は理事会メンバーのなかには見当たらず

－こうした人事運営からも、大学関係者という“身内”を極力排し、客観的な評価
を行うＯｆＳの規制当局としての位置づけが貫かれている形

（２）ＯｆＳ（学生局）の枠組み
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（図表９）ＯｆＳの理事会メンバーの顔ぶれ
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－また、学生の利益の保護もＯｆＳの基本的な理念の一つ
－学生パネル（図表１０）も設置され、その助言を受けつつＯｆＳは業務運営

• 政府側（教育省およびビジネス・エネルギー・産業戦略省）は年１回、ＯｆＳに対して
当該年度に重点を置くべき点や業務運営上の戦略等に関する
“ｇｕｉｄａｎｃｅ ｌｅｔｔｅｒ”を発出

• さらに、教育省をはじめとする政府側との間で意思疎通を図るため、様々なレベル
で定期的な会合を設定。その頻度等は対外的に公表（図表１１）

• イギリスにおいても、大学の組織としての自律性（わが国での“学問の自由”や“大
学の自治”に相当）は引き続き尊重
－今回の改革においても、９２年法の条項をそのまま継承
－ＯｆＳは各大学の日々のマネジメント、課程の内容や構成、学術的な判断、入学
審査とスタッフ人事には引き続き関与せず

• 英国大学協会（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ ＵＫ）もこうした点を重要な配慮であるとして評価。
今回の改革を前向きに受け入れる姿勢を明らかに
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（図表１０）ＯｆＳの学生パネルのメンバーの顔ぶれ
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（図表１１）ＯｆＳと政府側等との定期的な会合
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（図表１２）新リスクベース・アプローチにおけるＯｆＳの規制の枠組み

• ＯｆＳによる規制の枠組みは①登録、②認可、③認可（授業料上限許可付き）という３段階）
に簡素化
－大学側の受審負担を軽減
－他方、大学側が高い評価が得られるようになれば、国から学生の奨学金への支援
（今や国から高等教育機関向けの支援の中核＜前掲図表６＞）を獲得可能に

－ＴＥＦによって教育の質が高いというお墨付きが得られれば、国から授業料の引き上げ
の許可を得られ、大学としての収入アップが可能に

＝教育面の客観的な評価結果を大学側のインセンティブとして作用させる枠組み
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• ＯｆＳが高等教育機関の規制当局としての機能を果たすうえで、
“Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ”（以下ＶｆＭ）という概念を重視
－上下水道の民営化等におけるＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）
でよくみられ、「行政が国民の支払いに対して最も価値の高いサービスを提供
するのが望ましい」という考え方
－イギリスでは高等教育に関しても適用

• ＯｆＳは、以下の点の達成を通じて、学生にとってのＶｆＭが達成されるように努める
①授業料の上限の設定
②質の保証
③ＴＥＦを通じての卓越した教育の促進
④Ｕｎｉｓｔａｔｓ等の大学情報開示システムを通じての正しい情報の提供
⑤各大学における適切なガバナンスの保証
⑥学生の利益の保護
⑦各大学の財務状況のチェック
⑧緊急事態の対応計画の確保（学生数の減少等により特定の課程、もしくは大学
自体が閉鎖等に至る場合、残る学生がどこで勉学を継続できるようにするか）

（３）Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ
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（図表１３）２０１７年高等教育・研究法のもとでの、高等教育機関の新たなガバナンスと規制の枠組み
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• 「教育卓越性および学生アウトカム・フレームワーク」（ＴＥＦ： Ｔｅａｃｈｉｎｇ
Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ ａｎｄ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｏｕｔｃｏｍｅｓ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）の導入は、
２０１７年新法による改革の目玉の一つ

• 教育の成果を３つの側面から捕捉（図表1４）
①（実践的な意味での）教授（教育）の質（Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ｑｕａｌｉｔｙ）
②勉学の環境（Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）
③学生のアウトカムおよび勉学の成果（Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｏｕｔｃｏｍｅｓ ＆ Ｌｅａｒｎｉｎｇ
Ｇａｉｎ、教育面および卒業後の雇用面での成果）

• 各高等教育機関が提出する資料等に基づき、教育分野の専門家のみならず学生
の代表や雇用者の代表を含む評価者が、図表１５に示す基準に基づき評価を実施

• 評価結果は各機関単位で「金」「銀」「銅」という３段階で格付け（図表１６）。
－ＯｆＳのホームページ上で、Ｕｎｉｓｔａｔｓでの詳細な情報開示とリンクさせて公表

【参考資料１】
• ＴＥＦは現在、イングランド中心に試行的に実施されている段階。イングランドで２８６
機関、ウェールズで８機関、スコットランドで５機関がそれぞれ受審
－結果は「金」７２機関、「銀」１３５機関、「銅」６２機関、暫定評価状態３０機関

（４）教育の成果の計測（ＴＥＦ）と情報開示の枠組み
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（図表１４）ＴＥＦの評価の枠組み
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（図表１５）ＴＥＦの評価基準
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（図表１６）ＴＥＦにおける格付けの定義
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（図表１７）２０１７－１８年および２０１８－１９年の授業料の規制上の上限
（２０１２年９月１日課程開始の学部生の場合）

• ＴＥＦで得られた評価に応じて、ＯｆＳから認可される授業料の上限は変動
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• ９２年の旧法体制下では、高等教育機関の研究面への支援や補助金の配分は、7 
つの研究審議会（Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏｕｎｃｉｌｓ）、ビジネスとの連携に焦点を当てた
Ｉｎｎｏｖａｔｅ ＵＫ、および高等教育財政カウンシルの研究補助金の配分機能によっ
て担われており、文字通り“船頭が多い”状態

• ２０１７年の新法のもとでは、これらの機関を束ねる形で英リサーチイノベーション機構
（ＵＫＲＩ: ＵＫ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＆ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）を設立（図表１８）

－ＵＫＲＩのもとには分野別に７つのカウンシルを設置

－高等教育財政カウンシルの研究補助金の配分機能を引き継いだＲｅｓｅａｒｃｈ
ＥｎｇｌａｎｄやＩｎｎｏｖａｔｅ ＵＫもＵＫＲＩの下に

－ＵＫＲＩの理事会が全分野にまたがる総合的な戦略を策定し、補助金を配分

－ＵＫＲＩが補助金を配分する対象には、研究機関等も含むが、大学等の高等
教育機関向けには、ＯｆＳとも連携

（５）ＵＫＲＩ（英リサーチイノベーション機構）の枠組み
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（図表１８）２０１７年高等教育・研究法のもとでの、英リサーチ・イノベーション機構（ＵＫＲＩ）の枠組み
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３．わが国の大学の評価と情報開示の現状
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• 国立大学が法人化されたのと同じ２００４年度から、全ての大学、短期大学、高等専
門学校は、国公私立を問わず、７年以内ごとに文部科学大臣が認証する評価機関
（現在、図表１９の３つ）の評価を受けることが法律で義務付け

• いずれも主に大学教員による「ピア・レビュー」、「身内の評価」にとどまり、外部の眼
を含む客観的な評価を受けることは未だにできていない
＝イギリスに比較すれば３０年遅れの状態（図表２０）

（１）大学全体としての質保証の枠組みは英の３０年遅れ

（図表１９）わが国の大学の機関別認証評価の概要
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• ３つの認証評価はいずれも
①アドミッション（入学審査）・ポリシー
②カリキュラム・ポリシー
③ディプロマ（学位授与）・ポリシー

に基づくプロセスや財務状況のチェック等が主で、教育効果や成果ベースのものと
はなっておらず

• 評価は大学単位で、個々の学部、学科ごとの状況はみえず

• 異なる大学同士を比較する相対評価をすることもできず

• 評価の基準も外部に対して明確な形で明らかにされているとは言い難いのが実態
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• ２００４年度の法人化後の国立大学の場合は、上述の認証評価のほか、国立大学法
人法に定められた評価を受ける

• 公立大学に関しては、上述の認証評価のほか、地方独立行政法人法の定める公立
大学法人の枠組みに則る評価を、設置主体である地方自治体のもとで実施
－国の独立行政法人に近い枠組み
－国立大学とは異なるこうした枠組みは、各地で小規模ながらユニークで、時代の
要請に応え、国内外から高い評価を受ける公立大学の出現につながっている
可能性

• 私立大学に関しては、わが国の私立大学独特の立ち位置の問題もあって、私学助
成として国から、国立大学ほどではないにせよ、相当額の国費の投入を受けている
にもかかわらず、私立大学固有の評価制度は存在せず、上述の認証評価が行われ
るのにとどまっている

（２）大学の設置形態別の評価制度の枠組み
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（図表２０）高等教育改革の流れの日英比較（前出図表４に加筆）
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（国立大学法人評価の実態）

• 国立大学法人法に基づき各国立大学法人が受ける評価（図表２１）の実態をみると、
①教育、②研究、③業務運営、④財務内容という４つの評価の観点のうち、文部科
学省に設置された大学関係者以外の外部の眼を含む国立大学法人評価委員会
（図表２２）の評価の対象となるのは、③業務運営と④財務内容のみ

• 肝心の①教育および②研究の観点の評価（図表２３）に関しては、事実上そのほとん
どが大学関係者のみ（図表２４～２８）による「ピア・レビュー」方式で行われる形
－実際の教育・研究に関する評価結果の例 【参考資料２】

• 評価は基本的に、各大学が立てた目標に対する達成度合いという尺度で実施され
るため、異なる大学間での相対的な評価の比較もできない状況
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（図表２１）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価の枠組み

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ４．
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（図表２２）国立大学法人評価委員会の顔ぶれ

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ７．
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（図表２３）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価における教育・研究水準の評価
（「現況分析」における学問分野別評価）

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ６．
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（図表２４）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価における現況分析部会（教育・研究水準の評価）の顔ぶれ（その１）

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ８．
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（図表２５）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価における現況分析部会（教育・研究水準の評価）の顔ぶれ（その２）

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ９．
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（図表２６）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価における現況分析部会（教育・研究水準の評価）の顔ぶれ（その３）

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ１０．
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（図表２７）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価における現況分析部会（教育・研究水準の評価）の顔ぶれ（その４）

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ１１．
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（図表２８）国立大学法人法に基づく国立大学法人評価における現況分析部会（教育・研究水準の評価）の顔ぶれ（その５）

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』2018年11月15日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部科学
省配布資料）参考資料ｐ１２．



Copyright (C) 201９ The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved. [tv1.0]

47

• 文部科学省も、国立大学の評価体制の問題点を認識してか、近年では、機関別認
証評価や国立大学法人法に基づく評価以外に、客観的な外部の眼を含む評価体
制を追加的に設けるように（図表２９）

－例えば、２０１５年度以降、各国立大学は①地域、②分野、③世界の３重点分野
のうちのいずれかを自ら選択し（第三者による客観的な審査はなく、各国立大学の
申請に基づく）、機能強化を推進するための「重点支援評価」を毎年受けることに。
その評価結果は、ごく一部ながら国からの運営費交付金の交付に反映

－一部の国立大学に関しては、国立大学改革補助金の交付を受けようとする際や
指定国立法人制度の指定を受けようとする際に別途評価を受けざるを得ない体
制に

• これらの評価には、大学関係者以外の外部の眼も含む形で行われるものではある
が、評価を受ける国立大学側の立場からすれば、複数の評価制度が並行して運用
されており、受審の負担が重くなっていることも否めず

－同じ年度に、特定の国立大学に対して、異なる評価において、首尾一貫している
ようには見受けられない評価結果が下される例も
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（図表２９）国立大学法人を評価する仕組み
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• 文部科学省は２０１２年の「大学改革実行プラン」において「徹底した情報公開」という方
針を掲げ、「大学ポートレート」を立ち上げ
－現在、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構のサイト上で運営
－約９００の国公私立大学・短期大学が参加

• その内容は
①教育研究上の目的等
②学部・研究科等の特色等
③入試
④教育課程（カリキュラム）
⑤進路
⑥学費・奨学金等
⑦教員
⑧学生
⑨キャンパス
どまりであるのが実態
＝各大学のパンフレットの掲載内容の域を出ておらず

（３）大学全体としての情報開示
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• 利用者の立場からみると異なる大学の相対評価は容易ではない

• 英国のＵｎｉｓｔａｔｓに掲載されているような教育の効果等の客観的な調査は、わが国
ではそもそもまだ実施されておらず

• 学生や企業、社会にとってのニーズからはほど遠い内容で、社会全体としての認知
や活用はおよそ進まず。イギリスのＵｎｉｓｔａｔｓ等による大学の情報開示との間には
大きな落差が存在

• その理由は何よりも、わが国ではこうした取り組みがこれまで、もっぱら大学関係者
のみの手によって行われ、あくまで大学関係者や教育関係者の目線で構築されてし
まったことに起因
－教師として生徒や学生には相対的な成績評価をつける一方で、自分達の教育の
成果に関する相対的な評価を避けようとするのは、大学に限らずわが国の教育関
係者に共通する特徴といえるのではないか。
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４．わが国の大学生の学費負担の現状
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• １９９０（平成２）年には６割強に過ぎなかったわが国の高等教育機関の収容力は、そ
の後９０年代を通じて急上昇し、９０年代末には８割強の水準に到達（図表３１）

• その後はわが国全体が不良債権問題を背景とする銀行危機で、極めて厳しい経済
状況に陥ったこともあって収容力はしばらくは横ばいで推移したが、２０００年代前半
には再び上昇傾向をたどり、足許（２０１７年度）では実に９３．９％にまで到達

• 「大学全入時代」は間近、もしくは高専や専門学校を加えれば、「全入」を大きく超過
する状態に事実上入っているとみることも可能

• わが国ではいわば大学等の“供給増”に先導される形で大学進学率が上昇

• しかしながら、経済的に余裕をもって子どもを大学に進学させられる家庭が、それと
並行して増えてきたわけでは決してなく、家計においては重い教育費負担がのしか
かる状態（図表３２）

• こうした状況に、政府はもっぱら、「高等教育の無償化」で対応しようとしている状態

（１）家計の経済負担の現状と費用負担にかかるこれまでの政策運営
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（図表３０）わが国の18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移
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（図表３１）家計における教育費負担

• しかしながら、経済的に余裕をもって子どもを大学に進学させられる家庭が、それと
並行して増えてきたわけでは決してなく、家計においては重い教育費負担がのしか
かる状態
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（図表３２）授業料減免の申請・許可状況
（JASSO『平成２８年度学生生活調査結果』）
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（図表３３）低所得世帯の高等教育機会確保のための国による経済的支援の内容

（資料）財務省財政制度等審議会財政制度分科会「資料１ 文教・科学技術」２０１８年１０月２４日、ｐ３０．

• こうした状況に、政府はもっぱら、低所得世帯等を対象とする「高等教育の無償化」
で対応しようとしている状態
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• わが国の大学生の奨学金の主力である、独立行政法人日本学生支援機構（旧日本
育英会、ＪＡＳＳＯ）の奨学金の枠組みには、無利子と有利子の２通りが存在（図表３４、
３５）
－大学、短期大学、大学院といった学生の在学機関別、および国公立・私立別、
自宅通学か自宅外通学か、という要件別に貸与月額が定められており、在学する
学部や専攻にかかわらず、一律の制度設計

• 国公私立大学全体でみて、約半数の学生がＪＡＳＳＯの奨学金の貸与を受け（図表３
６）、その貸与金額は月当たり数万円～10万円以上と、相当な高額に達しているケー
スもある状況

• 仮に、月１０万円の奨学金の貸与を４年間受ければ、卒業後に４８０万円の奨学金の返
済義務を負う。私立大学に自宅外から通学する学生が、第一種（無利子）で最高月額
６万４千円に加え、第二種（有利子）を併用して最大の１２万円の貸与を４年間受けた
場合、卒業後に実に８８３万円の奨学金の返済義務を負う計算

• ちなみに、２０１６年３月にＪＡＳＳＯ奨学金の貸与を終了した奨学生の、１人当たりの平
均貸与総額は実に、第一種奨学金が２３７万円、第二種奨学金が３４３万円に到達

（２）ＪＡＳＳＯ（日本学生支援機構）の奨学金の枠組みの設計
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（図表３４）日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）貸与月額一覧【2018年度以降入学者】
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（図表３５）日本学生支援機構の第二種奨学金（有利子）貸与月額一覧

（図表３６）ＪＡＳＳＯ奨学金の申請・受給状況
（ＪＡＳＳＯ『平成２８年度学生生活調査結果』）
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• ＪＡＳＳＯ奨学金の返済状況をみると、３カ月以上の延滞比率はこの10年間で低下傾向を
ながら、２０１６年度末でもなお全体の３～４％の水準
－２００４年度に設けられた「返還期限猶予制度」 の承認分を含まず、延滞そのものの実
態が改善しているのかどうかは疑問

（３）ＪＡＳＳＯ奨学金の返済状況

（図表３７）ＪＡＳＳＯ奨学金の返還と延滞状況の推移
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（図表３８）ＪＡＳＳＯの返還期限猶予制度の
承認件数の推移

（図表３９）ＪＡＳＳＯ減額返還制度の承認件数の
推移

• このようにみると、ＪＡＳＳＯ奨学金の債務を抱えた卒業生の返還をめぐる実情は、厳しい
状況が継続
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• 子どもを大学へ送り出す家庭の側の経済事情も厳しさを増す状況

• ＪＡＳＳＯの『平成28年度学生生活調査結果』（昼間部の大学３年生の回答）をみると（図
表４０）家庭からの給付のみで「修学可能」な学生は６割弱どまり。「修学不自由」と「修学
継続困難」がそれぞれ２割弱、「家庭からの給付はない」が約６％存在

• 家庭の経済事情には、学生の所属する学科別のバラつきが大きい

－例えば、医・歯系は私立大学に進学した場合、相当に高額の授業料が必要となるにも
かかわらず、家庭からの給付のみで「修学可能」が７割超にも達するなど、経済的な余
裕あり

－福祉系は医・歯系と同じく国家資格が得られる学科であるにもかかわらず、家庭からの
給付のみで「修学可能」な学生は４割にも達せず、「家庭からの給付はない」学生が1
割を超過

（４）子どもを大学へ進学させる家計の経済実態
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（図表４０）学科系統別にみた「家庭からの給付状況」
（ＪＡＳＳＯ『平成２８年度学生生活調査結果』のうち、大学＜昼間部＞３年生の回答を対象）
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（図表４１）学生の出身地域別にみた家庭の年間収入階級の分布
（ＪＡＳＳＯ『平成２８年度学生生活調査結果』）

• 国立・公立・私立大学ごとに、学生の出身地域別に家庭の年間収入階級の分布をみ
ると、とりわけ首都圏や京阪神において、授業料の安い国立大学に、高所得層の学
生が多く在籍
－首都圏は公立大学や私立大学を含め、経済事情に余裕のある家庭の学生が多い
－全国では、低所得層家庭出身の学生が、公立大学や授業料の高い私立大学に
多く在籍
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５．わが国に今後求められる課題
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• ＯＥＣＤが２０１８年に公表した調査結果からわが国の大卒者の就業状況をみると、
学歴相当の職に就いている割合は５８％でＯＥＣＤ加盟国中最低、逆に大卒者が高
卒相当の職に就いている割合は２９％で同じく最高、という不芳な結果（図表４２）

• 学歴相当の職業に就けなかった場合の所得水準は低い（図表４３）
→日本の大学の卒業生全体として、大学で十分な“ｅｍｐｌｏｙａｂｉｌｉｔｙ”（雇用され
得る能力）を身に着けられているとはいえないのではないか

• その原因は、
①少子化により先行きの学生数の減少が確実であるにもかかわらず、９０年代以降
大学や学部の大幅な新設が認可され続けてきたこと（社会や経済のニーズの
実態に見合わない大学の供給過剰）や、

②長年にわたり、教育の効果を計測する努力も十分にはなされず、各大学が客観
的な評価を受ける体制が整えられることもなく、「日本の大学生は諸外国対比
あまり勉強しない」とよく指摘されながら放置されてきたこと

の裏返し
• 何よりも、これまでの大学改革が、もっぱら大学関係者のみの手によって行われ、社
会全体としても大学任せにしてきた結果ではないのか。

（１）大学卒業者が従事する職業レベルの国際比較
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（図表４２）ＯＥＣＤ加盟国における、大学卒業者が従事する職業レベル
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（図表４３）OECD加盟国における労働者の、学歴と職業の適合状況別にみた時間当たり報酬の中位値
（２０１２年値もしくは２０１５年値）
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• わが国として高等教育を立て直すべく、各大学が客観的な評価を受ける体制を整え、と
りわけ教育の成果の把握、指標の確立を急ぐ必要があることは論をまたず

• 加えて、国から大学等に国費を支出する際にも、教育面のみならず研究面も合わせて、
そうした指標を適切に活用していくことが望ましい

• ところが、現行制度にはそうした対応を阻みかねない大きな課題が残存

• 国立大学法人向けの運営費交付金の大宗を占める基幹経費の部分は、法人化が実施
された２００４年度時点の各大学の学生数や教員数に基づき、大学単位でざっくりと、い
わば“ドンブリ勘定” での配分をすでに約１５年間にわたり継続しつつ、その金額を全体
として毎年約１％ずつ“薄切り”してきている状況

• わが国の場合、「教育」と「研究」に分けた運営費交付金の配分が未だにできておらず
－各国立大学の「教育」と「研究」のウエートがそれぞれ異なるなかで、本年度予算の
ように成果重視の配分が一律に強化されるとなれば、国立大学側が反発を強めるの
もやむを得ない面も

（２）望まれる対応の方向性と法人制度の立て直しの必要性
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（図表４４）国立大学法人運営費交付金等の配分方法のイメージ
（２０１９年度概算要求時点）
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（わが国で、教育・研究に分けた運営費交付金の配分ができない理由）
• 現行の国立大学法人法のもと、現在の各国立大学は、教育と研究で勘定を区分した
財務運営が未だにできておらず 【参考資料３】
－各大学どころか文部科学省も財務省も、国費が教育と研究にそれぞれどれほど振り
向けられたのかという実績すらきちんと把握できておらず

－これが現状の国立大学法人の財務運営と、わが国の高等教育政策運営の実態
－私立大学向けの私学助成も同様の状況

• 東京大学の五神真総長は、その最近の著書（五神真『大学の未来地図』ちくま新書、
２０１９年２月）のなかで、
東大も法人化後２０１５年度までは、学内でも他学部の予算額は相互に見えない
体制にあったこと、
そうした体制を、五神総長のもとで２０１６年度から改革し、予算配分額と仕組みの
透明化を図ったこと、を明らかに（図表４５）

• 東大もその予算をはじめとする財務運営は、つい近年まで学内においてすら透明性
は欠如。そうした状態で学外、なかんずく国民や社会に対する透明性など確保できる
はずもなし。他国立大学の現状も定かではなし
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（図表４５）東京大学の予算配分制度改革の内容
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（図表４６）国立研究開発法人国立がん研究センターの運営費交付金の使途の内訳
（運営費交付金収益への振り替え額および主な使途の明細）

• こうした状況は、国立大学に３年先行して法人化された独立行政法人の枠組みにお
いて、勘定別の区分経理が徹底され、運営費交付金の使途も明確に示され、結果的
に各独法の業績の向上につながっているのとは極めて対照的
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（図表４７）国立高度専門医療研究センター（６法人）における運営費交付金予算額の推移

• 勘定別の区分経理が徹底されているもとで、運営費交付金の配分が行われれば、交
付を受ける独法側の納得性も高い
－例えば、国立研究開発法人（独法の一類型）である国立高度専門医療研究
センター６法人やその関係者から、研究パフォーマンスを運営費交付金の配分額
と結びつけるような不満は一切、きかれず
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（図表４８）独立行政法人国立高等専門学校機構の運営費交付金の使途の内訳

• 文部科学省所管の独法である国立高等専門学校機構においても、勘定別の区分経
理を徹底し、運営費交付金の使途を明確に社会に説明
－なぜ、国立大学だけ、勘定別の区分経理はできない、などといえるのか
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• まず、着手すべきは、国立大学法人制度の立て直し
• それができれば、公立大学の改革も進む
－公立大学は、これまで国立大学法人制度の改革に足並みを揃える形で改革を
進めてきた一方、国の独立行政法人制度に類似する、国立大学とは異なる
客観評価の枠組みも具備

• 問題は私立大学
－とりわけ学部生の大部分の教育は私立大学が中心に担っているといっても過言で
はない状況（図表４９）

－少子化の進展にもかかわらず、私立大学の定員は増加の一途（図表５０）

－今日、私学助成の形で相当額の国費が投入されているのも事実（図表５１）

• 教育の効果の計測やきめの細かい情報開示を、国公私立大学を問わずに国全体
として実施する態勢を整えられれば、何よりも学生の利益を守ることができ、私立大
学をも含めた大学全体に規律付けをかけることが可能になるのではないか

（３）国公私立大学が並立するわが国での改革の在り方
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（図表４９）国立・公立・私立大学別・分野別の大学学部・修士課程・博士課程入学者数の推移

【学部】

【修士課程】

【博士課程】
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（図表５０）１８歳人口と私立大学定員の推移

（資料）財務省財政制度等審議会財政制度分科会「資料１ 文教・科学技術」２０１８年１０月２４日、ｐ４３．
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（図表５１）私学助成における学生一人当たり補助額の状況（定員充足率別）

（資料）財務省財政制度等審議会財政制度分科会「資料１ 文教・科学技術」２０１８年１０月２４日、ｐ４７．
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• わが国として、高等教育を立て直すべく、各大学が客観的な評価を受ける体制を整
え、とりわけ英国のような全国規模の調査の実施等によって教育の成果を把握する客
観的な指標の確立を急ぐべき

－文部科学省は、わが国でも「学生調査」の実施に着手する姿勢を示してはいるもの
の、現段階で示されている案（図表５２）は、イギリスで行われているような教育効果
の計測とはほど遠い内容

－この調査をいかなる立場の組織の手で行うのかも不明

• そのためにも、国立大学法人法をはじめ、大学制度の改革にまず着手する必要

• イギリスの例からも明らかなように、教育の成果や効果等の情報を含む大学のきめ細
やかな情報開示を徹底することを通じ、国公立大学のみならず、私立大学も含めて
規律付けをかけ、高等教育の質の向上を図ることが可能

（４）高等教育の改革に求められる社会全体の参画によるガバナンス強化
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（図表５２）文部科学省が検討中の学生調査の内容

（資料）文部科学省『国立大学法人運営委交付金』２０１８年１１月１５日（行政事業レビュー秋の年次公開検証における文部
科学省配布資料）参考資料ｐ１３．
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• 問題は、そうした改革を誰の手によって行うか

• わが国では、「大学」は社会において別格の存在であり、学外からは意見しにくいと
いう風潮がなお根強いのが実情

• しかしながら、経済界や企業のみならず、学生とその家族、広く社会全体が今後の
大学のあるべき姿に関心を持ち、改革に向けての議論にかかわり、情報開示の徹
底を通じて大学に対するガバナンスを強化していくことが必要

• 「大学改革を社会全体の手によって行う」ことができれば、わが国の大学の本来あ
るべき高等教育・研究機能の強化、ひいてはわが国全体の成長基盤の強化につな
がろう
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